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1. 浄化槽清掃業許可申請

浄化槽清掃業を行おうとする者は、浄化槽清掃業の許可申請を行い、青森市長の許可を受けなけれ

ばなりません。

（1） 留意事項

① 申請書は、申請者が直接ご持参ください（郵送による提出は不可）。なお、その際は、あらかじめ電

話等により廃棄物対策課にご連絡くださるようお願いします。（連絡なしに来庁された場合、先約者の

審査のため長時間お待ちいただくこともあります。）

② 添付書類のうち、公的機関が発行する書類（法人の登記事項証明書、納税証明書、住民票の写し、

成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書等）及び医師の診断書等は申請の前３か

月以内に発行されたものを添付してください。

③ 浄化槽清掃業に係る事業場を設置する際には、当該場所に係る他法令による規制の有無を十分確認

し、所定の手続きを行ったうえで申請書を提出してください。

④ 新規に許可を受けるには青森市内に住所（法人にあっては事務所又は事業場）を有していなければ

なりません。

⑤ 車両及び施設に変更がある場合は、一般廃棄物処理業等変更届出書（様式第20号）を提出してくだ

さい。

（2） 提出部数及び申請書提出先

① 提出部数

申請書は、正本1部を提出してください。

なお、これとは別に申請者保管用の控え１部を作成してください。

② 申請書提出先

青森市 環境部 廃棄物対策課

〒030-0801 青森市新町１丁目３番７号（青森市役所 駅前庁舎）

℡ 017-718-1086

（3） 手数料

手数料は青森市が発行する納入通知書により、青森市指定金融機関へ納入してください。納入が確

認できたあとで許可申請書を受理します。

（4） その他

申請書が受理されてから許可されるまでの期間は概ね30日（閉庁日等を除きます。）となります。

許 可 申 請 新規 更新

浄 化 槽 清 掃 業 3,000円 3,000円
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2. 浄化槽清掃業許可申請関係書類一覧

浄化槽清掃業許可申請を行う際には、以下の許可申請書と添付書類を提出しなければなりません。

（1） 許可申請書

（2） 添付書類

許可申請書に次の表の書類を添付してください。なお、不要なものは省き、様式が足りない場合は必

要に応じてコピーしてください。

（※１） 法人の場合は、役員の中に監査役、相談役及び顧問等も含む。

（※２） 本籍の記載があるもの。

申 請 の 区 分 様式番号 様式ページ 記入要領等ページ

浄化槽清掃業許可申請書 様式第３１号 ８ ４

添 付 書 類
様 式

ページ

記入要領等

ページ

１ 事業計画書 １１ ５

２ 事務所及び事業場の見取図 ６

３
土地、家屋の所有権を証する書類

（登記簿謄本、土地公図、賃貸借契約書等）
６

４ 誓約書 1２ ５

５ 従事者名簿 1３ ５

６ 自動車写真 1４ ５

７ 自動車車検証（写）（賃貸借している場合は、賃貸借契約書の写しも添付） ６

８ 事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類 １６ ５

９

役員（※１）、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第4条の7で定

める使用人、発行株式総数の100分の5以上の株式を有する株主及び出資

額の100分の5以上を出資しているものの住民票の写し（※２）及び登記

事項証明書（※３）

６

10
直前3年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本変動計

算書、個別注記表及び法人税の納税証明書（※４）
６

11 定款（写）又は寄付行為（写）及び登記簿謄本（履歴事項全部証明書） ６

12
申請者が個人である場合には、住民票の写し（※２）及び登記事項証明書

（※３）
６

13
申請者が個人である場合には、直前３年の所得税の納税証明書及び固定資

産税資産証明書又は銀行等の預貯金残高証明書
６

14 現行許可証の写し ６



- 3 -

（※３） 「成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書」又は「成年被後見人及び

被保佐人に該当する旨の登記事項証明書」を添付すること。

請求先窓口：青森県内では青森地方法務局（本局）戸籍課

郵送での請求先：東京法務局後見登録課

（※４） 交付先：税務署 証明書の種類（その１）、税目（法人税）、直前3年分の交付を請求する

こと。

※ 申請者が未成年者である場合は、上記に加えて、その法定代理人の住民票の写し及び登記事項

証明書、また、法定代理人が法人である場合は、登記簿謄本（履歴事項全部証明書）及びその法

人の役員の住民票の写し及び登記事項証明書が必要です。

※ 上記申請書類の中で「成年被後見人及び被保佐人に該当する旨の登記事項証明書」を提出した

者にあっては、「精神機能の障害により廃棄物の処理の業務を適切に行うに当たって必要な認知、

判断及び意思疎通を適切に行うことができない者に該当しないかどうかを審査することができる

医師の診断書等の提出が必要です。
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3. 記入要領及び注意事項等

（1） 許可申請書

申請の種類

（様式）
記 入 要 領 及 び 注 意 事 項 等 ページ

浄 化 槽

清 掃 業

許可申請書

様式第３１号

1. 申請の｢年月日｣は、申請書を提出し、青森市に受理された時点

で記入すること。なお、更新許可申請の場合は、許可の有効年月

日の３か月前から受付します。

2. ｢申請者住所及び氏名｣については、

（1） 法人の場合は、法務局に登記されている本店（本社）につ

いて記入すること。

（2） 個人の場合は、住民票に記載されている現住所について記

入すること。

3. ｢事業の用に供する施設の種類及び数量｣の欄には、使用する車

両の種類・数量を記載すること。その他、法第36条第1号におい

て定める技術上の基準に従った器材を記載すること。

4. 「浄化槽清掃業務に従事する従業員数」の欄には浄化槽清掃業

に従事する従事者(役員も含む。)の数を記載すること。

5. 「既に業の許可を有している・・・」の欄には、青森市又は他

自治体において既に許可を有している場合、その自治体名及び許

可番号を記載すること。

6. 「発行済み株式総数の・・・」の欄において、これらのものが

法人である場合には、その法人の名称、所在地を記入すること。

＊ 法第三十六条第一号において技術上の基準が、次のとおり定め

られています。

（1） スカム及び汚泥厚測定器具並びに自吸式ポンプその他の浄

化槽内に生じた汚泥、スカム等の引出しに適する器具を有し

ていること。

（2） 温度計、透視度計、水素イオン濃度指数測定器具、汚泥沈

殿試験器具その他の浄化槽内に生じた汚泥、スカム等の引出

し後の槽内の汚泥等の調整に適する器具を有していること。

（3） パイプ及びスロット掃除器具並びにろ床洗浄器具その他の

浄化槽内に生じた汚泥、スカム等の引出し後の槽内の汚泥等

の調整に伴う単位装置及び附属機器類の洗浄、掃除等に適す

る器具を有していること。

（4） 浄化槽の清掃に関する専門的知識、技能及び二年以上実務

に従事した経験を有していること。

※自吸式ポンプその他の浄化槽内に生じた汚泥、スカム等の引出

しに適する器具にはバキューム車両も含まれます。

８

１０
～
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（２） 添付様式

※ 記入欄が不足する場合は、適宜用紙をコピーして使用すること。

様 式 記 入 要 領 及 び 注 意 事 項 等
様 式

ページ

事業計画書
浄化槽清掃業についての全体的な事業計画の概要について記入す

ること。
１１

誓約書 個人名、法人にあっては名称及び代表者の氏名を記入すること。 １２

従事者名簿
浄化槽清掃業に従事する者（役員を含む。）について記入し、その

内訳について人数を記入すること。
１３

自動車写真

① 使用するすべての自動車の正面及び側面の写真を貼付するこ

と。なお、直接カラー印刷は可、ポラロイド写真は不可とする。

② 車検証の写しを添付すること。車両を賃借している場合は契約

書の写しを添付すること。

１４

事業の開始に

要する資金の

総額及び資金

の調達方法を

記載した書類

① 既に他の市町村等で浄化槽清掃業を行っている者及び既に使用

又は設置している施設を用いるため、事業の開始に際して新たな

資金を必要としない場合は、その旨記入すること。

② 内訳欄に記載されていない事項については、事業計画に応じ適

宜変更し、記入すること。

１６
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（3） その他添付書類

添 付 書 類 注 意 事 項 等

事務所及び事業場の付近の見

取図

① 青森市内における浄化槽清掃業に供する事務所及び事業場
について、その付近の見取図を添付すること。
② 上記以外の場所に本店（本社）がある場合は、その付近の見
取図も添付すること。

土地、家屋の所有権を証する

書類（登記簿謄本、土地公図、

賃貸借契約書）

公図、登記簿謄本、賃貸借契約書を添付すること。

運搬車両の所有権を証する

書類【自動車車検証（写）、賃

貸借契約書】

自動車車検証の写しを添付すること。（賃貸借している場合は、

賃貸借契約書の写しも添付）

役員（監査役含む）、廃棄物

の処理及び清掃に関する法律

施行令第4条の7で定める使用

人、発行株式総数の100分の5

以上の株式を有する株主及び

出資額の100分の5以上を出資

しているものの住民票の写し

及び登記事項証明書

① １００分の５以上の株主若しくは１００分の５以上の額の

出資者全員分の各種証明書等を添付すること。

② 株主又は出資者が個人である場合に添付する住民票の写し

は、本籍地が記載されているものであること。

③ 株主又は出資者が法人である場合は、登記簿の謄本（履歴

事項全部証明書）を添付すること。

直前３年の各事業年度にお

ける貸借対照表、損益計算書、

株主資本変動計算書、個別注記

表、納税証明書

① 申請者が法人である場合は、直前３年分の決算報告書及び

法人税の納税証明書を添付すること。

② 申請者が法人であって、法人新規設立等の理由から、直前

３年分の決算報告書及び法人税の納税証明書が無い場合は、

今後５か年の事業収支計画書を作成し、添付すること。（様式

任意）

定款（写）又は寄附行為（写）

及び登記簿の謄本（履歴事項全

部証明書）

申請者が法人である場合は、法人の定款又は寄附行為及び登

記簿謄本（履歴事項全部証明書）を添付すること。

申請者が個人である場合は、

住民票の写し及び登記事項証

明書

① 申請者が個人である場合は、その者の各種証明書等を添付

すること。

② 住民票の写しは、本籍地が記載されているものを添付する

こと。

申請者が個人である場合は、

納税証明書等

① 固定資産税資産証明書又は銀行等の預貯金残高証明書等を

添付すること。

② 直前３年分の所得税の納税証明書を添付すること。

③ 確定申告者以外の者は、直前３年分の源泉徴収票の写しを

添付すること。

現行許可証の写し
現在所有している許可証及び変更許可証の写しを添付する

こと。
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浄化槽清掃業許可申請の提出書類チェックリスト

書類内容 法人 個人

１ 浄化槽清掃業許可申請書 ○ ○

２ 事業計画書 ○ ○

３ 事務所及び事業場の見取図 ○ ○

４
土地、家屋の所有権を証する書類

（登記簿謄本、土地公図、賃貸借契約書）
○ ○

５ 誓約書 ○ ○

６ 従事者名簿 ○ ○

７ 自動車写真 ○ ○

８ 自動車車検証（写）（賃貸借している場合は、賃貸借契約書の写しも添付） ○ ○

９ 事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類 ○ ○

10

役員（監査役含む）、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第4条の７で

定める使用人、発行済株式総数の１００分の５以上の株式を有する株主及び出

資額の１００分の５以上出資しているものの名簿、住民票の写し及び登記事項

証明書

○ ×

11
直前３年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本変動計算書、

個別注記表及び法人税の納税証明書
○ ×

12 定款（写）又は寄付行為（写）及び登記簿謄本（履歴事項全部証明書） ○ ×

13 申請者が個人である場合には、住民票の写し及び登記事項証明書 × ○

14
申請者が個人である場合には、直前３年の所得税の納税証明書及び固定資産税

資産証明書又は銀行等の預貯金残高証明書
× ○

15 現行許可証の写し ○ ○
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様式第３１号(第２８条関係)
(第1面)

浄化槽清掃業許可(更新)申請書

年 月 日

青森市長 様

申請者 住 所

氏 名

（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）

電話番号

浄化槽法第３５条第１項の規定により、浄化槽清掃業の許可（更新）を受けたいので、関係書類及び図面を
添えて申請します。

事 務 所 及 び 事 業 場

の 所 在 地

事務所

電話番号

事業場

電話番号

事業の用に供する施設の種
類及び数量(使用車両、機能点
検用機材及び清掃用機材)を
記載すること。)

浄 化 槽 清 掃 業 務 に

従 事 す る 従 業 員 数

既に処理業の許可(他の都道
府県のものを含む。)を有して
いる場合はその許可番号(申
請中の場合には、申請年月日)

都道府県・市町村名 許可番号(申請中の場合には､申請年月日)

※ 事 務 処 理 欄
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(第2面)

申請者(個人である場合)
(ふ り が な)
氏 名

生 年 月 日
本 籍

住 所

(法人である場合)
(ふ り が な)
名 称

住 所

法定代理人(申請者が法第36条第1項第2号リに規定する未成年者である場合)
（個人である場合）

(ふ り が な)
氏 名

生 年 月 日
本 籍

住 所

（法人である場合）

（ふ り が な）

名 称
住 所

法第36条第1項第2号ヌに規定する役員(申請者が法人である場合又は申請者が未成年者で法定代理人が法人で
ある場合)

(ふ り が な)
氏 名

生 年 月 日 本 籍

役職名・呼称 住 所
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(第3面)

発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主又は出資の額の100分の5以上の額に相当する出資をし
ている者(申請者が法人である場合において、当該株主又は出資をしている者があるとき)

発行済株式の総
数

株 出資の額

(ふりがな)
氏名又は名称

生年月日
保有する株式の数又は出資の金額 本 籍

割 合 住 所

備考

1 ※欄は記入しないこと。

2 「法定代理人」の欄から「発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主又は出資の額の100分
の5以上の額に相当する出資をしている者」までの各欄については、該当するすべての者を記載すること
とし、記載しきれないときは、この様式の例により作成した書面に記載して、その書類を添付すること。

※手数料欄
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事 業 計 画 書

１ 事業の範囲

２ 事業の用に供する車両

３ その他
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誓 約 書

申請者は、上記のいずれにも該当しない者であることを誓約します。

年 月 日

住所

氏名

（法人にあっては名称及び代表者の氏名）

浄化槽法第三十六条第二号

イ この法律又はこの法律に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は

執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者

ロ 第四十一条第二項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者

ハ 浄化槽清掃業者で法人であるものが第四十一条第二項の規定により許可を取り消された場合におい

て、その処分のあった日前三十日以内にその浄化槽清掃業者の役員であつた者でその処分のあつた日

から二年を経過しないもの

ニ 第四十一条第二項の規定により事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

ホ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

ヘ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第七条第一項若しくは第六項の規定、第七条の二第一項の規定

若しくは同法第十六条の規定（一般廃棄物に係るものに限る。）又は同法第七条の三の規定による命

令に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日か

ら二年を経過しない者

ト 廃棄物の処理及び清掃に関する法第七条の四の規定により許可を取り消され、その取消しの日から

二年を経過しない者

チ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第七条第一項又は第六項の許可を受けて一般廃棄物の収集、運

搬又は処分を業として行う者（以下「一般廃棄物処理業者」という。）で法人であるものが同法第七

条の四の規定により許可を取り消された場合において、その処分のあつた日前三十日以内にその一般

廃棄物処理業者の役員であつた者でその処分のあつた日から二年を経過しないもの

リ 浄化槽清掃業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人がイ

からチまで又はヌのいずれかに該当するもの。

ヌ 法人でその役員のうちにイからリまでのいずれかに該当する者があるもの。
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従 事 者 名 簿

氏名 住所 生年月日 職名

役員

人

事務員

人

運転手

人

作業員

人

その他

人

合計

人



- 14 -

自 動 車 写 真

自動車登録番号又は

車両番号
最大積載量 kg

正

面

写

真

写 真 貼 付 位 置

（直接カラー印刷可、ポラロイド不可）

※車両全体を撮影すること。

側

面

写

真

（

運

転

席

側

）

写 真 貼 付 位 置

（直接カラー印刷可、ポラロイド不可）

※車両全体を撮影すること。
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自 動 車 写 真

自動車登録番号又は

車両番号
最大積載量 kg

側

面

写

真

（

助

手

席

側

）

写 真 貼 付 位 置

（直接カラー印刷可、ポラロイド不可）

※車両全体を撮影すること。
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事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類

内 訳 金 額 （ 千 円 ）

事業の開始に要する

資金の総額

土 地

事 務 所

事 業 場

収集運搬車両

施 設

自己資金

借 入 金

（借入先名）

そ の 他

増 資

備考 内訳欄の事項については、事業計画に応じ適宜変更すること。
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様式第２０号(第１６条、第２８条関係)

添付書類

変更事項に係る関係書類

（日本工業規格 Ａ列４番）

一 般 廃 棄 物 処 理 業 等 変 更 届 出 書

年 月 日

青森市長 様

届出者 住 所

氏 名

(法人にあっては名称及び代表者の氏名)

電話番号

年 月 日付け青市指令 第 号をもって許可された事項について、次のとおり

変更したので、 の規定により届出します。

変

更

内

容

変 更 前

変 更 後

変 更 予 定 年 月 日 年 月 日

変更の理由

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第７条の２第３項

浄化槽法第３７条
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浄化槽清掃業許可申請書関係様式集

令和３年10月発行

青森市環境部廃棄物対策課

〒030-0801 青森市新町１丁目３番７号（青森市役所 駅前庁舎）

ＴＥＬ 017-718-1086


